
令和 6年 3月 27日 

入札公告 

千葉市美浜区新港 212 番地 10   

一般社団法人 千葉県トラック協会  

会 長  池 田 和 彦   

 

「（仮称）千葉県トラック総合会館新築工事」における制限付き一般競争入札を次のとおり実施する。 

 

１ 入札に付する事項 

（１）発 注 者  一般社団法人 千葉県トラック協会 会長 池田和彦 

（２）工 事 名  （仮称）千葉県トラック総合会館新築工事 

（３）工 事 場 所   千葉市美浜区新港 212番地 10 

（４）工 期  令和 7年 9月 30日まで 

（５）入 札 方 式   制限付き一般競争入札（方法：郵送） 

（６）予 定 価 格   設定する 事後公表 

（７）最低制限価格  設定する 事後公表 

（８）支払い条件   契約時 1/10 上棟時 5/10 工事完了時 残金 

（９）工事等の概要  新築工事 鉄骨造 地上 3階建 延べ床面積 約 1,927.81㎡ 

           外構工事 敷地面積 3,619㎡ 

           解体建物 鉄筋コンクリート造 地上 3階建＋塔屋 延べ床面積 約 990㎡ 

                軽量鉄骨造 平屋建 倉庫・物置 10棟 

                                コンクリートブロック造 平屋建 機械室 1棟 

                受水槽 キュービクル 

 

２ 本件入札に参加することができない者 

地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当する者のほか、次の各号の 

いずれかに該当する者は、入札に参加することができないものとする。 

（１） 千葉県建設工事請負業者等指名停止措置要綱に基づく指名停止措置を当該事業の公告の日から 

入札日までの間受けている者。 

（２） 手形交換所による取引停止処分を受けてから 2年間を経過しない者。 

（３） 当該事業の入札日前 6か月以内に手形、小切手を不渡りした者。 

（４） 会社更生法（平成 14年法律第 154号）の適用申請した者で同法に基づく裁判所からの更生手続

開始決定がされていない者。 

（５） 民事再生法（平成 11年法律第 225号）の適用申請した者で同法に基づく裁判所からの再生手続

開始決定がされていない者。 

（６） 千葉県建設工事等暴力団対策措置要綱（平成 23年 3月 31日改定）の別表に規定する措置要件に

該当する者。 

 

３ 入札書提出時点において入札参加者に必要な資格 

（１） 公告日現在において、令和 4・5年度千葉県競争入札参加資格者名簿に登載されている者であるこ

と。 

（２） 千葉県建設工事等入札参加業者資格者名簿に登録されている者のうち、建築一式工事について建

設業法に定める特定建設業の許可を受けている者。 

（３） 1 級建築士または 1 級建築施工管理技士の資格を有するもので、監理技術者資格証を有する者を

本工事に専任で配置できる者。尚、配置予定の技術者は、3 か月以上の直接的かつ恒常的な雇用

関係にある者であること。 

（４） 過去 10年間（本入札公告の前年度までの 10ヶ年度間に今年度の入札公告日までを加えた期間）



に、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄骨造で、延床面積 2,000 ㎡以上且つ

3 階建て以上の建築物で請負金額 500,000,000 円（税抜き）以上の新築、増築または改築に係る

建築一式工事を元請（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率 20%以上の場合のものに限

る）として竣工引き渡しした実績がある者。 

 

４ 入札参加資格審査申請及び資格の確認 

本工事の入札参加を希望する者は、必要事項を記入した制限付き一般競争入札参加資格確認申請書、

誓約書及び入札参加者に必要な資格等が確認できる資料を郵送により提出し、入札参加資格の確認を

受けなければならない。 

（１）期  間 令和 6年 3月 27日（水）から令和 6年 4月 5日（金）17時必着 

（２）提出場所 〒260-0031 千葉市中央区新千葉 2-1-8 

               株式会社東宏設計事務所 

（３）提 出 物 下記に示す書類を A4ファイルに綴じた上、郵送にて提出すること。 

・制限付き一般競争入札参加資格確認申請書 

・誓約書 

・本公告３（４）に定める施工実績 

・配置予定技術者の資格 

・その他要件に該当する内容が確認できる書類 

（４）部  数 各 1部 

（５）入札参加資格の有無 

制限付き一般競争入札参加資格確認結果通知書により令和 6年 4月 8日（月）17時までに書面に

て通知する。 

（６）その他 

(ア)資格確認申請書等の作成及び提出に係る費用は申請者の負担とする。 

(イ)提出された資格確認申請書等は申請者に返却しない。 

(ウ)制限付き一般競争入札参加資格結果通知を受けた者が、次のいずれかに該当するときは入札に

参加することができない。 

a 入札参加資格を満たさなくなったとき。 

b 資格申請書等に虚偽の記載をしたとき。 

(エ)入札参加者の選定結果に対する問合せ及び異議については一切応じない。 

 

５ 設計図書の配布等 

入札参加資格を有すると認めた者に、制限付き一般競争入札参加資格確認結果通知書と併せて、本

工事における設計図書等を令和 6年 4月 8日（月）17時までに配布する。 

 

６ 設計図書に関する質問及び回答 

（１） 入札参加者は、設計図書等に対する質疑があるときは、質問締切日時までに質問書を株式会社東

宏設計事務所に電子メール又は FAXで提出すること。 

ア 受付     質問は文書（自由書式、規格 A4版）のみ受け付ける。 



イ 質問締切日時 令和 6年 4月 20日（土）17時まで 

ウ 質問申込先  株式会社東宏設計事務所 担当 渡辺 

         千葉市中央区新千葉 2-1-8 

電 話 043-241-0228 

ＦＡＸ 043-241-0229 

※質問書の持参は受付けない。 

※質問書を提出した者は、到着確認の電話を行うものとする。 

（２） 質問に対する回答は、入札参加全社へ FAX回答する。 

回答日  令和 6年 4月 23日（火） 

 

７ 入札 

（１） 入札参加者は、提出期限までに入札書を郵送により提出すること。 

ア 入札書提出先 

  〒261-0002 

  千葉市美浜区新港 212 番地 10 

  一般社団法人 千葉県トラック協会 総務部 

イ 入札書提出日 

令和 6年 5月 8日（水）正午まで 

    ウ 提出方法 

     a 封筒には「入札書」及び「内訳書」を封入すること。 

     b 封筒の表には、上記アの宛先を記載し、 

「（仮称）千葉県トラック総合会館新築工事 入札書在中」と朱書きで明記すること。 

     c 封筒の裏面には、入札の「工事名」、「工事場所」、「開札日時」、入札参加者の「住所」及

び「商号又は名称」を明記すること。 

     d  封筒は、封かん、封印すること。 

     e 「簡易書留」又は「一般書留」のいずれかの郵便物とし、入札提出日までに到達するよ

う郵送しなければならない。 

     f 入札書及び内訳書の書式は任意とする。 

（２） 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積

った契約希望金額の消費税及び地方消費税を含まない金額（当該金額に１円末満の端数があるこ

とは、その端数金額を切り捨てた金額）を記載すること。 

また、単価契約の契約希望金額の消費税及び地方消費税を含まない金額に１円末満の端数がある

ときは、少数点以下第２位までとし第３位以降の端数金額を切り捨てた金額を記載すること。 

（３） 入札書を提出した後は、開札前後を問わず、入札書の書き換え又は引き換えすることはできない

ものとする。 

 

８ 辞退 

（１） 入札参加者は、入札参加者の都合により、入札書の提出後に入札を辞退する場合、開札開始予定

日時までに辞退届を作成し、千葉県トラック協会へ郵送により提出するものとする。 

ア 提出先   千葉県トラック協会 総務部（郵送のみ） 

イ 提出書類  入札辞退届 

 

９ 開札 

（１） 開札日時 令和 6年 5月 8日（水）15時 00分から 

（２） 開札場所 千葉県トラック協会 

※立ち会い希望者は､１５「問い合わせ先」宛て、開札日前日までに電話又はＦＡＸ 

で事前申込みすること。 

 

 



１０ 落札者の決定 

入札を行った者のうち、予定価格及び最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を 

した者を落札者とする。 

落札となるべき同価格の入札をした者が 2者以上あるときは、直ちに当該入札をした者を対象

に、くじを実施して、落札者を決定する。 

 

１１ 契約保証金 

   契約保証金は免除とする。 

 

１２ 入札結果の公表 

   千葉県トラック協会と落札者による契約締結後、千葉県トラック協会及び協会 HPに掲示するこ

とにより速やかに公表する。 

 

１３ 契約の締結 

（１） 落札者は、落札決定の通知を受け、令和 6年 5月 17日開催の千葉県トラック協会理事会の承認

を経て、7日以内に当該契約を締結しなければならない。ただし、発注者が特別の事情があると

認めたときはこの期間を延長することができる。 

（２） 落札者が前項に規定する期間内に契約を締結しないときは、落札はその効力を失う。 

（３） 落札者の決定後、対象案件の契約締結までの間において、当該落札者が公告に掲げる要件を満た

さなくなった場合には、当該契約を締結しない。 

（４） 契約の手続きは、千葉県トラック協会と行うものとする。 

 

１４ その他 

（１） 入札へ参加を希望する者が１者であっても、原則として入札を執行する。 

（２） 資格確認資料作成説明会及び現場説明会は、実施しない。 

（３） 入札参加資格確認申請書類のヒアリングは実施しない。ただし、記載内容等が不明確で入札参加

資格を確認できない場合は、説明を求めることがある。 

（４） 工期期限は、事情により変更することがある。 

 

 

１５ 問い合わせ先 

   一般財団法人千葉県トラック協会 総務部 

担当 香取 

電 話 043－247－1131 

ＦＡＸ 043－247－1133 


